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本
の
現
状

わ
が
国
で
は
、
医
療
保
険
法
の
主
要
立
法
で
あ
る

健
康
保
険
法
お
よ
び
年
金
法
の
主
要
立
法
で
あ
る
厚

生
年
金
法
に
よ
っ
て
、
一
般
に
常
時
五
人
以
上
の
従

業
員
を
使
用
す
る
事
業
所
お
よ
び
五
人
未
満
で
も
常

時
従
業
員
を
使
用
す
る
法
人
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ

る
者
は
、
原
則
的
に
各
社
会
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

が
強
制
さ
れ
て
い
る
(
健
康
保
険
法
二
二
条
、
厚
生

年
金
法
六
条
)
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
に
は
、
法
律

上
の
特
別
規
定
お
よ
び
行
政
の
内
部
措
置
に
よ
っ
て

例
外
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
強
制
適
用
事
業

所
以
外
の
事
業
所
へ
の
任
意
適
用
(
健
康
保
険
法
一

三
条
お
よ
び
一
四
条
、
厚
生
年
金
法
六
条
一
項
お
よ

び
三
項
)
、
年
齢
に
よ
る
適
用
除
外
(
厚
生
年
金
法

九
条
〉
、
お
よ
び
臨
時
的
雇
用
に
就
く
者
に
関
す
る

緒

桂

子

方

(
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)

特
別
規
定
(
健
康
保
険
法
六
九
条
の
七
、
厚
生
年
金

法
一
二
条
二
項
)
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
労

働
時
聞
が
通
常
の
就
労
者
よ
り
も
短
い
、
い
わ
ゆ
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
の
一
部
(
昭
和
五
五
年
に
出

さ
れ
た
厚
生
省
か
ら
の
内
部
通
達
て
お
よ
び
不
法

就
労
の
外
国
人
労
働
者
(
保
発
三
八
号
お
よ
び
庁
文

発
一
二
四
四
号
)
に
関
す
る
取
扱
い
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
に
つ
い
て

は
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
の
強
制
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
業
所
と
常
用

的
使
用
関
係
に
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
健
康
保
険
法

お
よ
び
厚
生
年
金
法
の
適
用
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
実
務
上
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

就
労
者
の
一
日
ま
た
は
一
週
の
所
定
労
的
時
間
お
よ

び
一
月
の
所
定
労
悶
日
数
が
、
当
該
事
業
所
に
お
い

て
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
通
常
の
被
用
者
の
所
定
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目'1'判

労
働
時
間
お
よ
び
所
定
労
働
日
数
の
お
お
む
ね
四
分

の
三
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
健
康
保

険
お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
日
。

と
こ
ろ
で
、
通
常
の
被
用
者
の
四
分
の
三
未
満
の

労
働
時
間
で
就
労
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
に
つ

い
て
、
健
康
保
険
お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
資
格
を
認
め
な
い
と
い
う
わ
が
国
の
扱
い
は
、
こ

れ
ま
で
さ
し
て
問
題
祝
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

nQ。

わ
が
国
で
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
何
ら
か
の
形
で
医

療
保
険
お
よ
び
年
金
保
険
制
度
に
加
入
す
る
い
わ
ゆ

る
国
民
皆
保
険
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
就
労
者
も
そ
の
制
度
に
包
摂
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
療
保
険
で
は
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
「
被
扶
養
老
」
と
し
て
の
資
格

(

3

V

 

を
失
わ
な
い
程
度
の
収
入
で
あ
る
限
り
、
当
該
パ
ー

ト
タ
イ
ム
就
労
者
は
扶
養
老
の
加
入
す
る
保
険
か
ら

の
給
付
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
独
自
に
健
康
保
険
に

加
入
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
一
方
、
当
該
パ
ー
ト

タ
イ
ム
就
労
者
が
年
収
上
な
い
し
は
家
族
構
成
上
、

「
被
扶
養
者
」
に
あ
た
ら
な
い
場
合
、
お
よ
び
厚
生

年
金
法
等
被
用
者
年
金
各
法
に
基
づ
く
年
金
の
受
給

資
格
を
有
す
る
場
合
に
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
と
な
る
。
ま
た
、
公
的
年
金
保
険
で
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
就
労
者
は
国
民
年
金
法
に
よ
り
、
第
一
号

被
保
険
者
(
第
二
号
・
第
三
号
に
該
当
し
な
い
者
て

な
い
し
は
第
三
号
被
保
険
者
(
第
二
号
被
保
険
者
の

被
扶
養
配
偶
者
)
と
し
て
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い

る。
し
か
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
に
対
す
る
こ
う

し
た
取
扱
い
を
社
会
保
険
財
政
の
面
か
ら
見
た
場

合
、
乙
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
保
険
の
財
政
は
、

(
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保
険
料
収
入
が
中
心
で
あ
る
が
、
通
常
の
被
用
者
の

保
険
料
は
被
用
者
と
事
業
主
が
折
半
し
て
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
健
康
保
険
法
七
二
条
)
。
ま

た
、
保
険
料
と
国
庫
負
担
で
成
り
立
つ
厚
生
年
金
保

険
の
財
政
も
、
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
被
用

者
と
事
業
主
が
そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
(
厚
生
年
金
法
八
二
条
一
項
)
。
と

こ
ろ
が
一
定
の
労
働
時
間
数
以
下
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

就
労
者
は
両
保
険
の
直
接
の
被
保
険
者
と
し
て
扱
わ

れ
な
い
の
で
、
右
の
保
険
料
負
担
は
な
い
。
事
業
主

は
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い

一
定
の
労
働
時
間
数
以
下
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者

を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保
険
料
の
事
業

主
負
担
を
回
避
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
雇
用
形
態
や
就
労
形
態
の
多
様
化
に
伴

い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
ま
ず
ま
ず
拡
大
し
て
お

り
、
他
方
で
、
医
療
保
険
財
政
お
よ
び
年
金
保
険
財

政
は
年
々
逼
迫
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の

拡
大
と
社
会
保
険
財
政
の
逼
迫
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

就
労
者
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
社
会
保
険
制
度
に
見

直
し
を
迫
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ド
イ
ツ
の
新
制
度

こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
は
ド
イ
ツ
に
も
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
九
九
年
三
月
一
九
日
、
週
あ

た
り
一
五
時
間
の
労
働
時
聞
を
越
え
ず
、
ま
た
月
額

六
三

0
マ
ル
ク
(
税
込
み
約
四
万
円
弱
)
以
下
の
労

働
に
従
事
す
る
被
用
者
(
こ
う
し
た
被
用
者
を
本
稿

で
は
総
称
し
て
「
超
低
賃
金
被
用
者
」
と
呼
ぶ
)
に

(

7

)

 

関
し
て
社
会
法
典
の
改
正
が
行
わ
れ
た
(
同
年
四
月

一
日
発
効
〉
。
こ
の
改
正
は
、
公
的
医
療
保
険
を
規

定
す
る
社
会
法
典
第
五
編
お
よ
び
公
的
年
金
保
険
を

規
定
す
る
社
会
法
典
第
六
編
を
中
心
に
行
わ
れ
、
こ

れ
に
よ
り
、
従
来
社
会
保
険
の
非
適
用
限
度
内
に
あ

っ
た
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
は
、
公

的
医
療
保
険
に
関
し
て
月
額
賃
金
の
一

O
%、
公
的

年
金
保
険
に
関
し
て
月
額
賃
金
の
一
一
一

K
を
納
め
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
納
付
義
務
は
使
用

者
に
の
み
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
被
用
者
に
は
そ
の
負

担
は
な
い
。
そ
れ
と
の
関
連
で
、
改
正
法
で
は
、
使

- 53ー
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用
者
が
保
険
料
を
納
付
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
の
被

用
者
に
対
し
、
新
た
に
直
接
的
な
社
会
保
険
給
付
の

請
求
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
ば
。
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
超
低
賃
金
被
用

者
に
つ
い
て
社
会
保
険
給
付
の
請
求
権
を
生
ぜ
し
め

な
い
保
険
料
の
納
付
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
る
と
い

う
、
一
見
す
る
と
奇
妙
な
制
度
の
確
立
を
み
た
わ
け

で
あ
る
。

今
回
の
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
団
体
を
は

じ
め
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

(
C
D
U
)
/
キ
リ

ス
ト
教
社
会
同
盟
〈
C
S
U〉
、
労
働
組
合
、
学
界

(
9〉

等
、
各
方
面
か
ら
の
批
判
が
強
い
。
し
か
し
、
超
低

賃
金
被
用
者
の
労
働
市
場
に
お
け
る
存
在
を
無
視
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
他
方
で
、
さ
ら
に
進
む
人

口
の
高
齢
化
を
前
に
、
社
会
保
険
制
度
お
よ
び
そ
の

財
政
を
ど
の
よ
う
に
確
立
す
べ
き
か
が
問
題
に
な
っ

て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
、
ド
イ
ツ
は
社

会
法
典
の
改
正
を
行
い
、
社
会
保
険
非
適
用
限
度
内

の
就
業
者
で
あ
る
「
超
低
賃
金
被
用
者
」
に
つ
い
て

新
し
い
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

* 

るてい
。お(て今

以り巴は回
下、、の

で 実巷ド
は際問 イ
.、 tこツ

まか わ に
ず な か お
、りりけ

①込にる
法みく社
改 入い会
正 っと法
の た い 典
契もうの
機 m 批改
とり判正
なでがに
つあ出つ

た
諸
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
②
法
改
正
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
た
新
制
度
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
(
本
稿

1
1
そ
の
う
え
で
、
改
正
法
施
行
後
一
年
の
聞
に

提
起
さ
れ
た
批
判
を
中
心
に
、
若
干
の
分
析
を
行

い
、
新
制
度
の
意
義
と
わ
が
国
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
(
本
稿

2
1

な
お
、
改
正
以
前
の
法
律
に
つ
い
て
は
「
旧
」
、
改

正
後
の
法
律
に
つ
い
て
は
「
新
」
を
つ
け
、
今
回
の

改
正
で
変
更
の
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
特
に
示

さ
な
い
。

E 

超
低
賃
金
被
用
者
に
関
す
る
社
会
法
典
改
正
の
契
機

社
会
保
険
非
適
用

限
度
内
の
被
用
者

、‘，，1
 

，，.、

旧
社
会
法
典
が
定
め
て
い
た
こ
と

ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
法
典
上
、
原
則
と
し
て
、
就

業
し
賃
金
を
得
て
い
る
者
は
、
公
的
医
療
保
険
な
ら

び
に
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
(
社
会
法
典
第
五
編
五
条
一
項
、
同
第
六
編
一

条
一
項
)
。
し
か
し
、
超
低
賃
金
被
用
者
に
関
し
て

は
、
旧
社
会
法
典
で
は
第
五
編
七
条
お
よ
び
第
六
編

五
条
二
項
で
、
各
保
険
へ
の
加
入
が
免
除
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
通
常
、
公
的
医
療
保
険
に
つ
い
て

は
月
額
賃
金
に
被
用
者
の
加
入
す
る
疾
病
金
庫
の
定

め
た
保
険
札
特
色
乗
じ
た
金
額
を
、
公
的
年
金
保
険

に
つ
い
て
は
月
額
賃
金
の
一
九
・
五
%
(
一
九
九
九

年
)
を
、
使
用
者
と
被
用
者
で
そ
れ
ぞ
れ
折
半
し
て

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
(
社
会
法
典
第

五
編
二
四
九
条
、
同
第
六
編
一
六
八
条
一
項
一
号
)
、

超
低
賃
金
被
用
者
の
場
合
に
は
、
使
用
者
お
よ
び
設

用
者
と
も
保
険
料
納
付
の
義
務
が
な
か
っ
た
。

旧
社
会
法
典
で
は
、
「
超
低
賃
金
提
用
者
」
と
は
、

一
週
間
に
一
五
時
間
の
労
働
時
聞
を
越
え
ず
、
ひ
と

月
の
定
期
的
な
賃
金
額
が
、
公
的
年
金
保
険
の
保
険

料
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均
報
日
月
額
の
七
分
の
一

を
越
え
な
い
被
用
者
、
な
い
し
、
ひ
と
月
の
賃
金
額

が
全
収
入
の
六
分
の
一
を
越
え
な
い
投
用
者
と
定
表

さ
れ
て
い
た
(
旧
社
会
法
典
第
目
指
八
条
一
項
一
号

b
)
。

- 54ー

「
超
低
賃
金
」
の
金
額
は
、
公
的
年
金
保
険
の
保

険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均
報
日
月
額
に
相
応
し

て
、
毎
年
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
平
均
報
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間
月
額
は
竿
ご
と
に
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ

に
即
し
て
「
超
低
賃
金
」
の
額
も
上
昇
し
、
「
超
低

賃
金
投
用
者
」
の
人
的
範
囲
が
拡
大
し
て
き
た
。

ま
た
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
複
数
の
労
働
か
ら
得
ら
れ
る
賃
金
が
合

算
さ
れ
(
旧
社
会
法
典
第
四
編
八
条
二
項
一
文
て

そ
の
合
計
額
が
、
社
会
法
典
上
の
「
超
低
賃
金
」
の

定
義
に
あ
て
は
ま
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
で

稼
得
し
た
賃
金
の
合
計
額
が
、
「
超
低
賃
金
」
の
定

義
を
越
え
る
場
合
、
そ
の
人
は
通
常
の
被
用
者
と
同

様
に
、
公
的
医
療
保
険
な
ら
び
に
公
的
年
金
保
険
へ

の
加
入
お
よ
び
各
保
険
料
の
納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
た
と
え
ば

本
業
と
は
別
に
、
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従

事
す
る
場
合
に
は
、
本
業
か
ら
の
収
入
と
超
低
賃
金

労
働
か
ら
の
収
入
は
合
算
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、

超
低
賃
金
労
働
か
ら
収
入
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
収
入
は
公
的
医
療
保
険
な
ら
び
に
公
的
年
金
保
険

の
保
険
料
算
定
の
基
礎
額
か
ら
除
か
れ
て
い
た
。

)
 

n
，‘
 (
 
超
低
賃
金
被
用
者
の
社
会
保
険
の
適
用
関
係

超
低
賃
金
被
用
者
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
社
匡
や

一
般
家
庭
の
清
掃
を
行
う
清
掃
会
社
の
従
業
員
や
デ

パ
ー
ト
な
ど
の
販
売
員
、
飲
食
庖
や
ホ
テ
ル
の
従
業

(
同
日

V

員
、
大
学
の
職
員
な
ど
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
超
低
賃
金
被
用
者
の
七

O
%以
上
が
女
性
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
七

O
Mが
既
婚
女
性
で

家
事
専
業
者
で
払
問
。
そ
の
他
、
学
生
、
年
金
受
給

者
、
失
業
者
、
あ
る
い
は
本
業
を
有
す
る
一
般
の
被

用
者
が
副
業
と
し
て
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て

い
る
。公

的
医
療
保
険
の
適
用
関
係

超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
者
の
社
会
保
険
の
適

用
関
係
を
見
る
と
、
ま
ず
、
公
的
医
療
保
険
で
は
超

低
賃
金
労
働
者
の
大
部
分
を
占
め
る
家
事
専
業
の
女

性
は
、
主
た
る
生
計
を
担
う
者
の
被
扶
養
者
と
し
て

医
療
保
険
の
適
用
範
囲
に
私
印
。
公
的
医
療
保
険
で

は
、
家
族
医
療
保
険
が
こ
れ
に
あ
た
る
(
社
会
法
典

第
五
編
一

O
条
一
項
三
号
)
。
医
療
保
険
は
、
原
則

と
し
て
現
物
給
付
で
あ
る
か
ら
、
超
低
賃
金
労
働
者

自
身
が
直
接
の
被
保
険
者
で
な
い
と
し
て
も
大
き
な

不
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
公
的
医

療
保
険
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
給
付
の
う
ち
、

疾
病
給
札
鋭
に
つ
い
て
は
、
家
族
医
療
保
険
の
被
保

険
者
は
こ
れ
を
受
給
で
き
な
い
(
社
会
法
典
第
五
編

四
四
条
一
項
二
文
〉
。
し
か
し
、
祝
祭
日
お
よ
び
疾

病
事
故
の
際
の
賃
金
継
続
支
払
い
に
関
す
る
法
律
三

条
に
よ
り
、
超
低
賃
金
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
疾
病

に
よ
っ
て
労
働
不
能
に
陥
っ
た
場
合
、
最
初
の
六
週

聞
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
受
け
取
っ
て
い
た
賃
金

全
額
の
継
続
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
の

公
的
医
療
保
険
の
適
用
の
有
無
お
よ
び
納
付
す
べ
き

保
険
料
は
、
表
1
に
挙
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の

表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
超
低
賃
金
被
用
者
は
、
公

的
医
療
保
険
の
直
接
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
く
と

七
、
何
ら
か
の
形
で
公
的
な
い
し
民
間
医
療
保
険
の

被
保
険
者
と
な
っ
て
お
り
、
医
療
保
険
給
付
を
受
け

ら
れ
る
位
置
に
あ
っ
た
。

公
的
年
金
保
険
の
適
用
関
係

公
的
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
副
業
と
し
て
超
低

賃
金
労
働
に
も
従
事
し
て
い
る
被
用
者
の
場
合
、
す

で
に
公
的
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
ら
、
改
め

て
公
的
年
金
保
険
に
加
入
す
る
必
要
は
な
い
。
ま

た
、
超
低
賃
金
労
働
に
の
み
従
事
す
る
被
用
者
は
、

任
意
に
公
的
年
金
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
も
い
る
(
社
会
法
典
第
六
編
七
条
一
項
)
。
し

か
し
、
そ
の
場
合
の
納
付
保
険
料
は
、
通
常
の
被
用

者
と
異
な
り
、
使
用
者
と
の
折
半
で
は
な
く
全
額
自

己
負
担
で
あ
る
(
社
会
法
典
第
六
編
一
七
一
条
)
。

戸
同

υ

(3) 

超
低
賃
金
被
用
者
の
増
加

こ
の
よ
う
に
、
超
低
賃
金
労
働
従
事
者
は
、
公
的

年
金
保
険
に
関
し
て
不
利
益
を
被
る
者
が
い
る
も
の
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表1 ドイツ旧社会法典におりる公的医療保険の適用関係

保険の種類 保険料の負担 特 徴

超働低いていな働子働い供あにい従てる事いいは
(家s族10(医1)療(2)保S険GB  V) 

本人は負担せず。 疾病手V当〉なし (~44(2)S

貨童語話2 
GB 。

・・ 12手てい83い歳歳車子未供未る未 な
死亡(s保5険金が1050マルク

9 S GB  V)。

満の学生である

25歳以上， 30歳未満
V(学}生5(医1)療N保r険，9 S GB  

自己負ルzBB M担クuVVn程伊L(，度SSfa1そ1r団(3kのS(Br1舗2u)uN3nn6はgZd(1es約) s 3 

疾病手V当〉なし (s44(2) S 
ないし14ゼメスター SG  GB  。
まで 20-;" 

ρ寸Uーら SG  
ausb 
G) 

生 30歳以上ないし14ゼ
V(〉任s意9(加1)入医療l保険 自級己V負に〉担 (の5(額2s5は024(保0 2)S G 語かV)手あ。書E〈繰S 約tこより警メスターを終了 Nr. 1 S GB  B 。そ(険5)料 されるこ

陪 よる S る 44(2)S GB  
GB  V)。

年金受給者
年保金険受B(給SV者5〉(と1)しての医療12 

年24金保険者とのVの〈〕折定5。半2め4，そるK〈Z保のS ) 

特になし。
Nr.l1， 9a S GB  

SG 額険料は疾率病金庫
Iこよる

SGB V)。

失業者 失(s業5者(1としての医療保V険〉
)Nr. 2S GB  

失給失連(Bs 笑者業邦2V→が手5扶〉1負。逮助当(4担荊a手f〉生雇当(sS計用のG2手庁受5B1 か給L当4V)負者oSp〉零担→ G 。

特になし。

現業労職働者 公の的算%年定金限保度険額料の
越えない

(被s用5者(1)N医r療.1保S険GB  V) 
半月率る額疾を(病乗賃S金2金じ4庫た9に(被額の1)用定をs者使めGの用る加者保入険と安料折および員

75 を

官公吏

自営業者

*ゼメスターとは学期。

(hl.社会法兵を指す。

越える (任s意(加1)入の医療保険
9 (1)Nr.3 S G B V) 

6(1)Nr.2 SGB 公V(〉的s。医療(1)保N険r.の適用外

|向上 (s5出 GBV)。
/ 

- 56ー

B V)。

VにV自λL己よ負そる担のく5領〈§2は24田保0((険司2)料sS G G 陪BB 級

-， 

，----
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の
、
公
的
医
療
保
険
の
面
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
不
利
益

は
な
く
、
他
方
、
労
使
共
に
保
険
料
を
納
付
す
る
必

要
が
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
働
き
方
を
求
め
る
労
働

市
場
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
働
く
側
の
選
好
も
あ
・

っ
て
、
近
年
、
そ
の
数
が
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
社
会
研
究
並
び
に
社
会
政
策
機
関
口

E
E
C
Z

E
円

ω
O
N
Z民
OH田口
rロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
仏
の
自
己
-m
口

rp同
信
也

O
E
F
w

g
の
撃
に
よ
る
と
、
一
九
九
二
年
に
四
四
五

万
人
で
あ
っ
た
超
低
賃
金
被
用
者
は
、
一
九
九
七
年

に
は
二
六
・
五
%
増
の
五
六
三
万
人
に
な
っ
て
い

る。

超
低
賃
金
被
用
者
を
め
ぐ
る

三
つ
の
問
題

超
低
賃
金
被
用
者
が
社
会
的
な
い
し
法
的
に
み
て

問
題
で
あ
る
と
さ
れ
た
点
は
、
大
き
く
以
下
の
三
点

で
あ
る
。

ま
ず
、

る。

第
一
は
、
社
会
保
険
財
政
の
問
題
で
あ

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
連
邦
全
体
の
人
口
の
九

O

V

A

(

一
九
九
六
年
〉
が
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療
保

険
の
分
野
で
は
、
医
療
技
術
の
発
展
や
高
齢
化
を
背

景
に
し
て
医
療
保
険
の
給
付
総
額
が
年
々
増
大
し
て

お
り
、
公
的
医
療
保
険
財
政
を
圧
迫
し
て
い
泌
。
他

方
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
者
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
公
的
医
療
保
険
へ
の
加
入
が
免
除
さ
れ
て
い

る
。
保
険
料
を
徴
収
で
き
な
い
超
低
賃
金
労
働
の
拡

大
は
さ
ら
に
公
的
医
療
保
険
財
政
を
圧
迫
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
公
的
年
金
保
険
の
分
野
で

も
、
公
的
年
金
へ
の
加
入
が
免
除
さ
れ
て
い
る
超
低

賃
金
被
用
者
の
拡
大
は
年
金
保
険
給
付
の
財
源
基
盤

を
浸
食
し
て
い
た
。

第
二
に
、
超
低
賃
金
労
働
の
拡
大
は
労
働
市
場
に

お
け
る
標
準
的
労
働
形
態
を
駆
逐
し
て
い
る
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
低
賃
金
労
働
は
、
清

掃
や
販
売
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
業
の
分
野
を
中
心
に

拡
大
し
て
い
る
が
、
そ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
フ
ル
タ

イ
ム
や
そ
の
半
分
の
就
業
時
間
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

就
労
場
所
が
、
超
低
賃
金
被
用
者
の
参
入
で
分
割
さ

れ
‘
か
っ
そ
れ
に
代
替
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
~
泌
。
事

業
主
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
労
働

者
を
雇
う
よ
り
も
、
公
的
医
療
保
険
料
お
よ
び
公
的

年
金
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
て
い
る
超
低
賃
金

被
用
者
を
雇
用
す
る
方
が
、
人
件
費
を
よ
り
低
く
抑

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
超
低

賃
金
労
働
が
一
定
の
労
働
市
場
に
偏
在
す
る
こ
と
に

よ
り
、
労
働
市
場
全
体
の
公
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ

て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た
。

第
三
は
、
公
的
年
金
保
険
に
お
け
る
超
低
賃
金
被

用
者
の
扱
い
は
、
社
会
保
険
を
通
じ
て
、
女
性
に
間

接
的
な
差
別
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
超
低
賃
金
労
働
に
就
労
す

る
者
の
七

O
M以
上
が
女
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

七
O
Mが
家
事
専
業
の
い
わ
ゆ
る
主
婦
層
で
あ
る
。

彼
女
た
ち
は
、
職
業
生
活
を
送
っ
て
い
な
が
ら
公
的

年
金
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
一
方
、
仮
に
任
意
で
公
的
年
金
保
険
に
加
入
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
保
険
料
は
全
額
自
己
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
社
会
保
険
の
扱
い
は
、
直
接
的
に
女
性

を
差
別
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
間
接
的
に
多

く
の
女
性
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

し
た

- 57ー

法
改
正
の
方
向

ド
イ
ツ
に
お
け
る
超
低
賃
金
被
用
者
を
め
ぐ
る
問

題
状
況
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
問
題
解
決
を
め
ざ
し
て
社
会
法
典
の
改
正
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
改
正
の
方
向
は
、
次
の
三

〈

m
G

点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
者
に
対
す

る
社
会
保
険
の
非
適
用
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
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て
社
会
保
険
財
政
が
浸
食
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
。

乙
れ
に
よ
り
公
的
医
療
保
険
お
よ
び
公
的
年
金
保
険

財
源
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。

第
二
に
、
超
低
賃
金
労
働
に
対
し
て
は
、
「
職
業

生
活
へ
の
足
が
か
り
」
と
し
て
な
お
一
定
の
特
典
を

与
え
、
そ
の
存
続
を
図
る
。
た
と
え
ば
、
家
庭
の
事

情
な
ど
で
い
っ
た
ん
職
業
生
活
を
離
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
者
に
と
っ
て
、
超
低
賃
金
労
働
は
職
業
生
活

に
復
帰
す
る
重
要
な
足
が
か
り
に
な
る
。
ま
た
、
フ

ル
タ
イ
ム
や
そ
の
半
分
の
就
業
時
間
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
で
働
く
こ
と
が
不
可
能
な
期
間
に
お
い
て
、
後

後
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

能
力
の
維
持
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
う
え

で
、
一
定
の
範
囲
内
で
、
社
会
的
に
不
公
正
な
超
低

賃
金
労
働
の
拡
大
に
つ
い
て
は
防
止
す
る
措
置
を
と

る。
第
三
に
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
被
用
者
に

対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
公
的
年
金
保
険
の
任
意
加
入

制
度
と
は
別
の
制
度
を
設
け
、
公
的
年
金
保
険
加
入

へ
の
可
能
性
を
聞
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
超
低
賃
金
労

働
で
職
業
生
活
を
送
っ
て
い
る
多
く
の
女
性
被
用
者

に
対
し
て
、
公
的
年
金
保
険
に
お
け
る
権
利
を
確
立

す
る
。

* 

以
下
で
は
、
法
改
正
の
内
容
を
、
改
正
の
行
わ
れ

た
社
会
法
典
第
四
編
、
第
五
編
、
第
六
編
を
中
心
に

見
て
い
く
。
さ
ら
に
、
社
会
法
典
の
改
正
に
伴
っ
て

行
わ
れ
た
所
得
税
法
の
改
正
部
分
に
つ
い
て
も
概
観

す
る
。

百且

超
低
賃
金
被
用
者
に
関
す
る
社
会
法
典
の
改
正
の
内
容

「
超
低
賃
金
労
働
」
の

定
義
の
変
更

|
|
社
会
法
典
第
四
縞
(
総
論
部
分
〉
の
改
正

ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
に
関
し
て
総
論
部
分
を
規
定

す
る
社
会
法
典
第
四
編
の
改
正
は
、
主
と
し
て
以
下

の
三
点
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
超

低
賃
金
」
の
定
義
に
関
す
る
改
正
、
②
本
業
と
は
別

に
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
者
の
収

入
の
「
合
算
」
に
関
す
る
規
定
の
改
正
、
お
よ
び
、

@
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
公
的
医
療
保

険
、
介
護
保
険
、
公
的
年
金
保
険
お
よ
び
雇
用
保
険

の
各
保
険
機
関
へ
の
申
告
に
関
す
る
規
定
の
改
正
で

あ
る
。)

 
1
 

(
 
「
超
低
賃
金
」
の
定
義
に
関
す
る
改
正

旧
社
会
法
典
第
四
編
で
は
、
「
超
低
賃
金
被
用
者
」

と
は
、
一
週
間
に
一
五
時
間
の
労
働
時
聞
を
越
え

ず
、
ひ
と
月
の
定
期
的
な
賃
金
額
が
、
公
的
年
金
保

険
の
保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均
報
酬
月
額
の

七
分
の
一
ー
を
越
え
な
い
被
用
者
、
な
い
し
、
ひ
と
月

の
賃
金
額
が
当
該
被
用
者
の
全
収
入
の
六
分
の
一
を

越
え
な
い
被
用
者
と
定
義
さ
れ
て
い
た
(
第
四
編
八

条
一
項
一
号
b
)
。
改
正
法
で
は
、
「
超
低
賃
金
」
の

定
義
を
、
年
毎
に
変
動
す
る
平
均
報
酬
月
額
と
関
連

さ
せ
ず
、
旧
東
西
ド
イ
ツ
地
域
を
統
一
し
て
連
邦
レ

ベ
ル
で
「
六
三

0
マ
ル
ク
以
下
」
と
固
定
し
、
週
あ

た
り
一
五
時
間
の
労
働
時
聞
を
越
え
ず
、
ひ
と
月
の

賃
金
額
が
六
三

0
マ
ル
ク
を
越
え
な
い
被
用
者
を

〔

m
G

「
超
低
賃
金
被
用
者
」
と
定
義
し
た
。
こ
の
六
三

0

マ
ル
ク
と
い
う
金
額
は
将
来
的
に
変
動
し
な
い
。
こ

れ
に
よ
り
、
年
々
上
昇
す
る
平
均
報
剖
月
額
に
対
応

し
た
超
低
賃
金
労
働
の
枠
の
拡
大
が
防
止
さ
れ
る
こ

と
に
払
認
。
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
賃
金
が
全
収
入

の
六
分
の
一
を
越
え
な
い
被
用
者
を
「
超
低
賃
金
投

用
者
」
と
す
る
定
義
は
削
除
さ
れ
た
。

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
一
年
の
う
ち
二
ヶ
月
あ
る
い

は
五

O
日
の
労
働
日
を
越
え
な
い
範
囲
で
就
労
す
る

no 
FD 



*社会保険非適用限度内就業と社会保険財政の問題一一ドイツ社会法典の改正・ 1 (緒方〉

明日1・q"'p'甲'1"'1"'1'叩"I"'I"'P"I"'I'・'1'・'1"'1"'1'・'1"'I"'P"I"'I"'I"'lr'I"'I"'P'I'・'1"'1"甲・'V"I"'I"'I"Ql円I"q"'I'叩目q"IV"P'V'IV"I"判''lj'・'I"'P叩叩l'叩・1門 'I"P中

「
超
短
期
労
働
」
に
も
社
会
保
険
の
適
用
は
な
い
が
、

こ
れ
は
今
回
の
法
改
正
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ

た。(2) 

賃
金
収
入
の
「
合
算
」
に
関
す
る
改
正

旧
社
会
法
典
第
四
編
八
条
二
項
で
は
、
あ
る
被
用

者
が
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
超
低
賃
金
労
働
か
ら
得
ら
れ
る
収

入
お
よ
び
労
働
時
間
は
合
算
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い

た
。
し
か
し
、
本
業
と
は
別
に
、
副
業
と
し
て
超
低

賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
得
ら
れ
る
収
入
は
合
算
さ
れ
な
か
っ
た
。

改
正
法
で
は
、
こ
の
点
が
改
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
に

加
え
て
、
超
低
賃
金
の
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
労

働
に
従
事
し
つ
つ
、
別
に
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し

て
い
る
者
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
が
合
算
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
合
算

に
つ
い
て
は
、
公
的
医
療
保
険
、
公
的
年
金
保
険
な

ら
び
に
雇
用
保
険
に
特
別
規
定
が
あ
り
、
各
保
険
へ

の
保
険
料
負
担
は
全
収
入
の
合
算
額
を
基
礎
に
す
る

か
ど
う
か
は
、
各
特
別
規
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
(
後
述
〉
。

(3) 

申
告
に
関
す
る
改
正

社
会
法
典
で
は
、
使
用
者
は
雇
用
す
る
被
用
者
の

公
的
医
療
保
険
、
介
護
保
険
、
公
的
年
金
保
険
お
よ

び
雇
用
保
険
に
関
し
て
、
法
律
上
挙
げ
ら
れ
て
い
る

項
目
に
つ
い
て
各
保
険
機
関
に
申
告
す
る
義
務
を
負

う
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
超
低
賃
金
被
用
者
に
つ

い
て
は
特
別
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
(
旧
社
会
法

典
第
四
編
一

O
四
条
〉
。
今
回
の
法
改
正
で
は
、
右

規
定
は
削
除
さ
れ
、
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る

一
使
用
者
に
は
、
通
常
の
被
用
者
を
雇
用
す
る
場
合
と

同
様
の
申
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
(
新
社
会
法
典
第

四
編
二
八
条

a
九
関
)
。
こ
れ
に
よ
り
、
使
用
者
は

超
低
賃
金
被
用
者
の
社
会
保
険
へ
の
加
入
お
よ
び
脱

退
申
告
の
み
な
ら
ず
、
社
会
保
険
の
中
断
の
申
告
や

年
次
申
告
、
お
よ
び
保
険
料
納
付
証
明
な
ら
び
に
納

付
等
に
つ
い
て
も
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
た
(
新
社
会
法
典
第
四
編
二
八
条
g
な
い
し

同
条
i
〉
。
ま
た
、
雇
用
す
る
超
低
賃
金
被
用
者
が
、

「
超
低
賃
金
労
働
」
の
基
準
を
越
え
た
場
合
、
あ
る

い
は
下
回
る
場
合
に
も
そ
の
こ
と
を
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
(
新
社
会
法
典
第
四
編

二
八
条

a
一
項
一
八
号
)
。

公
的
医
療
保
険
に
お
け
る
改
正

|
|
超
低
賃
金
労
働
の
拡
大
抑
制
と

医
療
保
険
の
財
政
基
盤
の
強
化

公
的
医
療
保
険
の
分
野
に
お
け
る
主
た
る
改
正
は

以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
先
述
の
賃
金
収
入

の
「
合
算
」
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は

超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
そ
の
被
用

者
の
医
療
保
険
料
の
納
付
義
務
を
課
し
た
こ
と
で
あ

る。
、‘，e''1
 

(
 
賃
金
収
入
の
合
算
に
つ
い
て

Q
U
 

一F
h
u

旧
社
会
法
典
第
五
編
七
条
は
、
同
法
典
第
四
編
八

条
に
該
当
す
る
超
低
賃
金
被
用
者
お
よ
び
超
短
期
間

被
用
者
は
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
納
付
義
務
が
免

除
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
改
正
法
は
こ
の
規
定

を
維
持
し
つ
つ
、
追
加
し
て
、
第
二
文
に
お
い
て
、

新
社
会
法
典
第
四
編
八
条
二
項
の
「
合
算
」
に
関
す

る
規
定
を
、
そ
の
者
が
公
的
医
療
保
険
加
入
義
務
の

あ
る
非
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
適

用
す
る
と
規
定
し
た
。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
公
的
医
療
保
険
へ
の
加
入
義

務
の
あ
る
本
業
と
は
別
に
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
を
合
算
し
た
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額
の
多
寡
に
よ
っ
て
医
療
保
険
の
取
扱
い
が
二
つ
に

分
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
業
と
副
業
の
収
入
の
合
計
額
が
、

公
的
年
金
の
保
険
料
算
定
限
度
額
の
七
五
%
を
越
え

な
い
場
合
に
は
、
通
常
の
被
用
者
の
場
合
と
同
様

に
、
月
額
賃
金
に
被
用
者
の
加
入
す
る
疾
病
金
庫
の

定
め
た
保
険
料
率
を
乗
じ
た
金
額
を
使
用
者
と
折
半

し
て
公
的
医
療
保
険
料
と
し
て
支
払
う
。
他
方
、
一
そ

の
合
計
額
が
公
的
年
金
の
保
険
料
算
定
限
度
額
の
七

五
克
を
越
え
る
場
合
に
は
公
的
医
療
保
険
へ
の
加
入

は
免
除
さ
れ
る
(
社
会
法
典
第
五
編
六
条
一
項
一

号
)
。
た
だ
し
、
乙
れ
に
任
意
で
加
入
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
お
り
(
同
五
編
九
条
一
項
三
号
)
、
そ

の
場
合
に
は
、
使
用
者
が
保
険
料
の
半
額
を
保
険
料

補
助
と
し
て
負
担
す
る
(
社
会
法
典
第
五
編
二
五
七

条
一
項
〉
。

旧
社
会
法
典
の
下
で
は
、
公
的
医
療
保
険
に
加
入

義
務
の
あ
る
本
業
と
は
別
に
超
低
賃
金
労
働
に
従
事

し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
は
合
算
さ

れ
ず
、
副
業
の
超
低
賃
金
労
働
か
ら
得
ら
れ
る
収
入

に
つ
い
て
は
公
的
医
療
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

て
い
た
。
改
正
法
で
は
こ
の
点
が
改
め
ら
れ
、
副
業

と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
被
用
者
は
、
各

賃
金
収
入
の
合
算
額
を
基
礎
に
保
険
料
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
合
算
の
規
定
の
改
正
は
、
あ
く
ま

で
「
公
的
医
療
保
険
に
加
入
の
義
務
が
あ
る
労
働
」

に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
そ

れ
へ
の
加
入
の
義
務
の
な
い
官
公
吏
(
社
会
法
典
第

五
編
六
条
一
項
二
号
〉
、
自
営
業
者
(
社
会
法
典
第

五
編
五
条
五
号
)
、
あ
る
い
は
公
的
医
療
保
険
へ
の

加
入
が
免
除
さ
れ
、
民
間
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
被
用
者
な
ど
が
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従

事
す
る
場
合
に
は
、
本
業
の
収
入
と
超
低
賃
金
労
働

か
ら
の
収
入
は
合
算
さ
れ
た
~
。

ま
た
、
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
失
業
保
険
の
給
付

も
、
超
低
賃
金
労
働
か
ら
の
収
入
は
合
算
さ
れ
な

、U
"
-
z
-
J
、

4
J
中
J
T
L

(2) 

使
用
者
の
保
険
料
納
付
義
務

既
述
の
よ
う
に
、
旧
社
会
法
典
で
は
、
超
低
賃
金

労
働
に
つ
い
て
は
、
労
使
と
も
に
公
的
医
療
保
険
に

ハ
幻
)

対
す
る
保
険
料
納
付
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
超
低
賃
金
被
用
者

を
雇
用
し
て
い
る
使
用
者
は
、
被
用
者
が
何
ら
か
の

形
で
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
限

り
、
そ
の
被
用
者
の
月
額
賃
金
の
一
O
%
を
保
険
料

と
し
て
負
担
す
る
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
(
新

社
会
法
典
第
五
編
二
四
九
条
b
一
文
)
。

前
掲
の
表
1
で
示
し
た
よ
う
に
、
超
低
賃
金
労
働

に
従
事
し
て
い
る
被
用
者
の
多
く
は
、
家
族
医
療
保

険
、
学
生
医
療
保
険
、
年
金
受
給
者
医
療
保
険
な
ど

と
い
っ
た
形
で
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ

て
い
る
。
改
正
法
は
、
こ
れ
ら
の
公
的
医
療
保
険
の

被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
が
、
超
低
賃
金
労
働
に
'

従
事
す
る
場
合
、
使
用
者
は
そ
の
月
額
給
与
の
一
O

%
を
保
険
料
と
し
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
O
M
の
保
険
料
は
、
使

用
者
の
み
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
料

は
労
使
で
折
半
す
る
、
あ
る
い
は
、
被
用
者
が
負
担

す
る
な
ど
と
労
使
間
で
労
働
契
約
等
に
よ
り
取
り
決

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
使
用
者
に
よ
る
保
険
料
の

負
担
に
よ
っ
て
、
超
低
賃
金
被
用
者
が
独
立
し
た
被

保
険
者
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
超
低

賃
金
被
用
者
は
、
現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険

に
追
加
し
て
新
た
に
保
険
給
付
請
求
権
を
得
る
も
の

で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
た
と
え
ば
、
社
会

法
典
上
、
家
族
医
療
保
険
の
被
保
険
者
は
、
疾
病
給

付
金
が
出
な
い
、
あ
る
い
は
死
亡
保
険
金
は
直
接
の

被
保
険
者
の
半
額
で
あ
る
と
い
っ
た
不
利
益
を
受
け

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
不
利
益
は
そ
の
ま
ま
持
ち
越

さ
れ
る
。

- 60ー

他
方
、
使
用
者
が
技
用
者
の
月
額
賃
金
の
一
O
%

を
保
険
料
と
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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超低賃金労働にお甘る公的医療保険料負担の仕組み

-公的医療保険に加
入義務のない被用

者(官公吏、自営
業者など)

-公的医療保険に加入義務のある仕事
に従事し、副業として超低賃金労働

にも従事する被用者
-複数の超低賃金労働に従事し、超低
賃金労働の基準を越える被用者

-公的医療保険に加
入している者で、
超低賃金労働のみ

に従事する被用者

図1

算A. 
Eヨ

公的年金保険の保険料算定限度額の75%を

越えない

被用者:負担なし
(従来の保険料負
担のみ)

使用者:月額賃金
の10%負担

(注)ドイツの公的医療保険制度は、 「国民皆保険jではなく、一定の収入以下の者を対象とし

た公的保険制度と理解していい。収入の多さゆえに医療保険への加入義務が免除された者
は、①任意に医療保険に加入するか(その場合、被用者は使用者かう保険料補助金を受け
る。納付保険料の半額)、②民間医療保険に加入するか、保険に加入せず、医療機関にか

かる場合には、その治療費を全額自己負担するのいずれかを選択することができる。 ② 
を選択している者はドイツ全体の人口の0.1%。

は
、
雇
用
す
る
超
低
賃
金
被
用
者
が
公
的
医
療
保
険

の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、
こ
れ

に
あ
て
は
ま
ら
な
い
官
公
吏
や
民
間
医
療
保
険
加
入

者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
に
一
O
%
の
保
険
料

を
納
付
す
る
義
務
は
な
い
。

以
上
の
超
低
賃
金
被
用
者
に
関
す
る
公
的
医
療
保

険
の
仕
組
み
は
、
図
ー
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。

公
的
年
金
保
険
に
お
け
る
改
正

|
|
公
的
年
金
保
障
の
拡
大
と
超
低
賃
金

被
用
者
に
対
す
る
特
典

超
低
賃
金
被
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
公
的
年
金

保
険
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
h

品
。
今
回

の
法
改
正
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
は
維
持
さ
れ
て

い
る
(
社
会
法
典
第
六
編
七
条
)
。
そ
の
う
え
で
、

次
の
二
点
が
改
正
内
容
に
盛
ら
九
問
。

- 61ー

第
一
に
、
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者

は
、
そ
の
被
用
者
に
つ
い
て
、
月
額
賃
金
の
一
二
%

を
公
的
年
金
保
険
料
と
し
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
二
に
、
超
低
賃
金
被
用
者
は
、
使
用
者
に
対

す
る
意
思
表
示
を
も
っ
て
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加

入
義
務
免
除
を
放
棄
し
、
公
的
年
金
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
公
的
年
金
保
険
に
加

入
す
る
意
思
表
示
を
行
っ
た
超
低
賃
金
被
用
者
に
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は
、
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
に
つ
い
て
、
通
常
の

労
働
者
に
比
し
、
一
定
の
特
典
が
与
え
ら
れ
る
。

)
 

1
 

(
 
使
用
者
の
公
的
年
金
保
険
料
負
担
義
務

あ
る
者
が
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
形
態
に

は
次
の
三
通
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
の
超

低
賃
金
労
働
の
み
に
従
事
す
る
場
合
、
複
数
の
超
低

賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合
、
お
よ
び
、
本
業
と
は

別
に
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従

事
す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
の
総
額
が

六
三

0
マ
ル
ク
を
越
え
る
場
合
、
あ
る
い
は
週
一
五

時
間
を
越
え
る
労
働
に
従
事
す
る
場
合
、
そ
の
者
に

は
公
的
年
金
保
険
加
入
義
務
が
生
じ
、
そ
の
者
は
通

常
の
被
用
者
と
同
様
に
、
独
立
し
た
公
的
年
金
保
険

の
被
保
険
者
と
な
る
と
共
に
、
公
的
年
金
保
険
料
と

し
て
、
月
額
賃
金
の
一
九
・
五
%
(
一
九
九
九
年
)
を

使
用
者
と
折
半
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合
、
本

業
が
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
の
あ
る
仕
事
で

あ
る
場
合
に
は
、
新
社
会
法
典
第
四
編
七
条
二
文
お

よ
び
同
第
六
編
五
条
二
項
一
文
の
収
入
の
合
算
に
関

す
る
規
定
の
改
正
に
伴
っ
て
、
超
低
賃
金
労
働
か
ら

得
ら
れ
る
賃
金
に
つ
い
て
も
、
公
的
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

超
低
賃
金
労
働
の
月
額
賃
金
の
一
九
・
五
%
(
一
九

九
九
年
)
を
公
的
年
金
保
険
料
と
し
て
使
用
者
と
折

半
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
あ
る
者
が
超
低
賃
金
労
働
の
み
に
従
事
す

る
場
合
、
お
よ
び
、
た
と
え
ば
官
公
吏
(
社
会
法
典

第
六
編
一
項
一
号
〉
や
、
一
定
の
自
営
業
者
(
社
会

法
典
第
六
編
二
項
一
文
)
な
ど
、
本
業
が
公
的
年
金

保
険
へ
の
加
入
義
務
の
な
い
仕
事
に
就
い
て
い
る
者

が
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
も
従
事
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
使
用
者
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
月
額
賃
金

の
一
二
%
を
公
的
年
金
保
険
料
と
し
て
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
(
新
社
会

法
典
第
六
編
一
七
二
条
三
間
)
。

と
こ
ろ
で
こ
の
使
用
者
に
よ
る
保
険
料
の
納
付

は
、
本
人
に
追
加
的
な
社
会
保
険
給
付
請
求
権
を
付

与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
公
的
医
療
保
険
の
場
合
と

は
異
な
り
、
八
ム
的
年
金
の
給
付
額
算
定
の
基
礎
と
な

る
個
人
報
酬
点
数
と
し
て
計
算
さ
れ
(
新
社
会
法
典

第
六
編
七
六
条
b
一
項
、
同
編
六
六
条
一
項
六
号
て

ま
た
、
使
用
者
に
よ
っ
て
月
額
賃
金
の
一
一
一
広
の
保

険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
る
期
間
は
、
保
険
加
入
期
間

と
札
て
算
定
さ
れ
る
(
新
社
会
法
典
第
六
編
五
二
条

二
項
)
。

)
 

m

，‘
 (
 
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
の
放
棄

旧
社
会
法
典
下
で
は
、
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す

る
被
用
者
に
は
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
が

免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
任
意
で
公
的
年
金
保
険
に
加

入
す
る
ル

l
ト
が
聞
か
れ
て
い
た
(
社
会
法
典
第
六

編
七
条
一
項
)
。
し
か
し
、
そ
の
擦
に
は
、
加
入
者
が

公
的
年
金
保
険
料
を
全
額
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
(
社
会
法
典
第
六
編
一
七
一
条
)
。
改

正
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
公
的
年
金
保
険
強
制
加
入

〈
こ
の
場
合
に
は
、
保
険
料
は
労
使
折
半
て
あ
る
い

は
、
任
意
の
公
的
年
金
保
険
加
入
(
こ
の
場
合
に

は
、
被
用
者
が
保
険
料
全
額
負
担
〉
と
並
ん
で
、
公

的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
を
放
棄
す
る
こ
と

に
よ
る
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
が
新
た
に
認
め
ら

れ
た
(
新
社
会
法
典
第
六
編
五
条
二
項
二
文
)
。

す
な
わ
ち
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
が
免

除
さ
れ
て
い
る
超
低
賃
金
労
働
者
は
、
使
用
者
へ
の

文
書
に
よ
る
意
思
表
示
を
も
っ
て
、
こ
の
加
入
義
務

免
除
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
的
保
険
へ
の

加
入
義
務
免
除
を
放
棄
し
た
場
合
、
被
用
者
は
独
立

し
た
被
保
険
者
と
し
て
公
的
年
金
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
保
険
料
の
負
担
は
、
通

常
の
被
用
者
に
適
用
さ
れ
る
公
的
年
金
保
険
料
率
一

九
・
五
%
(
一
九
九
九
年
〉
か
ら
、
使
用
者
が
す
で

に
払
っ
て
い
る
月
額
賃
金
の
一
一
一
%
の
保
険
料
を
差

し
引
い
た
七
・
五
%
(
同
)
に
な
る
(
新
社
会
法
典

qhM 
P
O
 



第
六
編
一
六
八
条
一
項
一
号
b
)
。
ド
イ
ツ
で
は
、

通
常
の
被
用
者
の
場
合
、
公
的
年
金
保
険
料
の
負
担

は
労
使
折
半
し
た
九
・
七
五
%
(
一
九
九
九
年
〉
で

あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
超
低
賃
金
被
用
者
の
場
合

に
は
、
公
的
年
金
保
険
料
の
負
担
が
軽
く
な
る
。

さ
ら
に
、
公
的
年
金
の
保
険
料
徴
収
の
最
低
収
入

額
は
月
額
三

0
0
マ
ル
ク
と
規
定
さ
れ
て
お
り
(
社

会
法
典
第
六
編
一
六
八
条
八
項
)
、
そ
の
た
め
、
超

低
賃
金
労
働
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
三

0
0
マ
ル
ク

に
満
た
な
い
場
合
、
公
的
年
金
保
険
料
の
最
低
納
付

額
、
す
な
わ
ち
三

0
0
マ
ル
ク
×
一
九
・
五
兆
三

九
九
九
年
)
H
五
八
・
五
マ
ル
ク
に
達
す
る
ま
で
使

用
者
が
保
険
料
の
全
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

%
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ドイツの公的年金の保険料図 2

負担の関係図 (1999年〉

一一賃金額と負担者とその割合

賃金額

小

630マルク
(JJ額)

(
以
上
の
関
係
を
示
し
た
の
が
図
2
で
丸
山
ぴ
。

超
低
賃
金
被
用
者
が
、
公
的
年
金
保
険
加
入
免
除

を
放
棄
し
て
使
用
者
と
共
に
そ
の
保
険
料
を
納
め
、

公
的
年
金
受
給
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
、
そ
の
被

用
者
は
す
べ
て
の
公
的
年
金
保
険
法
上
の
給
付
、
す

な
わ
ち
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
給
付
、
就
業
不
能

年
金
、
稼
得
不
能
年
金
、
早
期
お
よ
び
通
常
の
老
齢

年
金
、
最
低
所
得
に
よ
る
年
金
に
つ
い
て
の
請
求
権

を
取
得
す
る
。

な
お
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
の
放

棄
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
、
そ
の
効
果
を
有
す

る
(
新
社
会
法
典
第
六
編
二
項
二
文
〉
。

300マルク
{JI額)

四

雇
用
保
険
と
公
的
介
護
保
険

に
お
け
る
若
干
の
変
更

ー
ー
そ
の
他
の
社
会
保
険
領
域
に
お
け
る
改
正

、、，，，1
 

(
 
雇
用
保
険
に
関
し
て

旧
社
会
法
典
の
下
で
は
、
超
低
賃
金
被
用
者
は
、

原
則
と
し
て
、
雇
用
保
険
へ
の
加
入
が
免
除
さ
れ
て

い
た
。
改
正
法
で
も
こ
の
原
則
は
維
持
さ
れ
て
い
る

(
社
会
法
典
第
三
編
二
七
条
二
項
一
文
)
。
な
ぜ
な

ら
、
雇
用
保
険
に
基
づ
き
失
業
保
険
給
付
を
受
給
す

る
に
は
最
低
週
一
五
時
間
の
仕
事
を
探
し
て
い
る
こ

と
が
そ
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り

(
社
会
法
典
第
三
編
一
一
八
条
一
項
二
号
)
、
週
一
五

時
間
を
越
え
な
い
超
低
賃
金
労
働
に
就
い
て
い
る
者

に
雇
用
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
る
の
は
無
意
味

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
問
。

ま
た
、
本
業
と
は
別
に
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
一

働
に
就
く
場
合
に
も
、
新
社
会
法
典
第
四
編
八
条
二

項
一
文
に
定
め
る
合
算
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ

れ
ぞ
れ
の
収
入
は
合
算
さ
れ
な
い
(
新
社
会
法
典
第

三
編
二
七
条
二
項
一
文
)
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
の

超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
が
月

額
六
三

0
マ
ル
ク
を
越
え
る
、
あ
る
い
は
週
の
労
働

n
h
u
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時
聞
が
一
五
時
間
を
越
え
る
被
用
者
は
、
通
常
の
労

働
者
と
同
様
に
、
賃
金
の
六
・
五
%
(
新
社
会
法
典

第
三
編
三
四
一
条
二
項
)
を
雇
用
保
険
の
保
険
料
と

し
て
、
使
用
者
と
折
半
し
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
(
新
社
会
法
典
第
三
編
三
四
六
条
一
項
一
文
)
、

一
つ
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
被
用
者
、
複
数

の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の

収
入
お
よ
び
労
働
時
聞
が
超
低
賃
金
労
働
の
基
準
を

越
え
な
い
被
用
者
、
お
よ
び
本
業
と
は
別
に
副
業
と

し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
被
用
者
は
、

雇
用
保
険
へ
の
加
入
は
免
除
さ
れ
る
。

(2) 

公
的
介
護
保
険
に
関
し
て

ド
イ
ツ
の
公
的
介
護
保
険
に
つ
い
て
の
定
め
は
社

会
法
典
第
一
一
一
編
に
置
か
れ
て
い
る
。
今
回
の
超
低

賃
金
被
用
者
の
社
会
保
険
に
関
す
る
改
正
で
は
、
介

護
保
険
関
連
の
直
接
的
な
改
正
は
払
一
問
。
し
か
し
、

新
社
会
法
典
第
四
編
八
条
二
項
に
よ
る
労
働
収
入
の

「
合
算
」
に
関
す
る
規
定
の
改
正
に
よ
り
、
本
業
と

は
別
に
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
が
合
算
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
こ
れ
が
公
的
介
護
保
険
の
保
険
料
の
算

定
基
礎
と
な
る
(
社
会
法
典
第
一
一
一
嗣
五
四
条
二
項
、

同
五
七
条
一
項
お
よ
び
第
五
編
二
二
六
条
一
項
一

号
)
。
つ
ま
り
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し

そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
収
入
な
い
し
労
働
時
間
が
超
低
賃

金
労
働
の
基
準
を
越
え
る
場
合
、
お
よ
び
副
業
と
し

て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
は
、
賃

金
の
一
・
七
%
(
一
九
九
九
年
)
を
、
使
用
者
と
折

半
し
て
、
公
的
介
護
保
険
の
保
険
料
と
し
て
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
(
社
会
法
典
第
一

一
編
五
八
条
一
項
)
。

五

使
用
者
に
対
す
る
納
税
免
除

の
特
典
付
与

l
l所
得
税
法
の
改
正

ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
法
典
の
改
正
に
伴
い
、
所
得

税
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
月
額
賃

金
の
一
O
%
の
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
お
よ
び
一

二
%
の
公
的
年
金
保
険
保
険
料
の
納
付
義
務
を
課
さ

れ
た
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
負
担

は
、
従
来
と
ほ
ぼ
同
じ
程
度
に
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

す
な
わ
ち
法
改
正
以
前
は
、
使
用
者
は
ひ
と
月
の

定
期
的
な
賃
金
額
(
手
取
り
賃
金
)
が
平
均
報
酬
月

額
の
七
分
の
一
を
越
え
な
い
被
用
者
に
つ
い
て
、
そ

の
賃
金
額
の
ニ
O
%
を
所
得
税
と
し
て
包
括
し
て
支

払
う
か
、
な
い
し
は
被
用
者
の
提
出
す
る
納
税
カ
ー

ド
に
記
載
さ
れ
た
各
自
の
納
税
ラ
ン
ク
に
応
じ
た
所

得
税
を
納
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た

(
旧
所
得
税
法
四
O
a
条
二
項
)
。
例
と
し
て
使
用
者

が
包
括
し
て
所
得
税
を
支
払
う
場
合
を
挙
げ
る
と
、

あ
る
被
用
者
を
月
額
五

0
0
マ
ル
ク
(
手
取
り
賃

金
)
で
雇
用
す
る
場
合
、
使
用
者
は
そ
の
被
用
者
に

つ
い
て
一

0
0
マ
ル
ク
を
所
得
税
と
し
て
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
の
当

該
被
用
者
に
対
す
る
支
出
は
、
合
計
六

0
0
マ
ル
ク

で
あ
っ
た
。

今
回
の
法
改
正
で
は
こ
の
点
が
改
正
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
月
額
六
三

0
マ
ル
ク
以
下
で
就
業
す
る
被

用
者
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
、
新
社
会
法
典
第
六
編

一
六
八
条
一
項
一
号
b

(超
低
賃
金
被
用
者
が
公
的

年
金
保
険
加
入
義
務
免
除
を
放
棄
し
た
場
合
〉
な
い

し
同
法
典
一
七
二
条
三
項
に
基
づ
い
て
月
額
賃
金
の

一
二
克
の
公
的
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
、
超

低
賃
金
被
用
者
に
支
払
う
賃
金
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
新
所
得
税
法
一
一
一

条
三
九
号
)
。
そ
の
際
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
配
偶

者
に
収
入
が
あ
る
か
ど
う
か
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
も

っ
と
も
、
当
該
被
用
者
の
賃
金
以
外
か
ら
の
収
入
の

円
日
)

合
計
が
黒
字
に
な
る
場
合
(
同
号
)
、
お
よ
び
一
時

間
あ
た
り
の
賃
金
が
二
二
マ
ル
ク
(
約
一
三
O
O
円
)

を
越
え
る
場
合
(
同
条
四
項
一
号
)
に
は
、
こ
の
特

典
は
除
外
さ
れ
る
。

- 64ー
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超低賃金労働における公的年金の保険料負担と所得税との関係図 3

-複数の超低賃金労働に従事し、超低賃金

の基準を越える被用者

・公的年金保険への加入義務のある仕事に

従事し、副業として超低賃金労働にも従

事する被用者(現業労働者、職員、一部

の自営業者)

-超低賃金労働のみに従事する被用者

.公的年金保険加入義務のない被用者

(官公吏、自営業者、年金受給者)

公的年金保険料を使用者と

被用者で折半負担

使用者・:公的年金保険料として月額賃金の12%納付

被用者:負担なし

'ロ
f守所

納税カードに基づいて納付

納税クラス IIII/lII 
/N→無税

公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
を
放
棄
し
た
場
合

納税クラス

V : 109，66マルク

vr : 149.41マルク

所得税納付

賃金の20%を包括

して納付(連帯金

と教会税を加える

と22，5%)

被用者:賃金の7，5%を
公的年金保険料とし
て納付

F
D
 

n
b
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こ
の
所
得
税
法
上
の
特
典
を
受
け
る
に
は
、
当
該

被
用
者
は
、
毎
年
、
そ
の
居
住
地
に
あ
る
所
轄
の
税

務
官
庁
に
お
い
て
、
新
所
得
税
法
=
一
条
三
九
号
に
基

づ
く
所
得
税
免
除
の
証
明
書
を
取
得
し
(
新
所
得
税

法
三
九

a
条
六
項
て
そ
れ
を
使
用
者
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
新
所
得
税
法
三
九
b
条
七
項
)
。

こ
の
税
務
官
庁
の
所
得
税
免
除
証
明
書
が
な
い
場
合

に
は
、
使
用
者
は
、
従
来
と
同
様
に
、
当
該
被
用
者

の
賃
金
に
つ
い
て
、
二
O
V
A
の
所
得
税
を
包
括
し
て

支
払
う
か
、
被
用
者
の
提
出
す
る
納
税
カ

I
ド
に
基

づ
い
て
所
得
税
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
所
得
税
法
と
公
的
年
金
保
険
保
険
料
納
付
義
務

と
の
関
係
は
、
図

3
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
1
〉
安
西
愈
『
改
訂
/
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
雇
用
と

法
律
実
務
』
(
日
本
経
営
協
会
総
合
研
究
所
、
一
九

九
八
年
〉
二
八
六
頁
。

(

2

)

こ
の
点
、
竹
中
康
之
教
授
は
、
労
働
時
間
数
に

被
用
者
保
険
の
適
用
基
準
を
置
く
こ
と
に
疑
問
を
提

示
し
て
い
る
(
竹
中
康
之
「
社
会
保
険
に
お
け
る
被

用
者
概
念
」
広
島
修
道
法
学
一
九
巻
二
号
、
一
九
九

七
年
、
四
四
八
頁
〉
。

(

3

)

そ
の
額
は
、
厚
生
省
の
通
達
に
よ
り
年
額
一
三

O
万
円
未
満
と
さ
れ
て
い
る
(
昭
五
二
・
四
・
六
保

発
九
号
、
平
五
・
三
・
五
保
発
一
五
号
)
。

(

4

)

な
お
、
国
庫
は
、
政
管
健
保
の
事
務
費
全
額
、

健
保
組
合
の
事
務
費
の
一
部
を
負
担
し
(
健
康
保
険

法
七

O
条
〉
、
ま
た
、
政
管
健
保
の
給
付
費
等
の
一

部
お
よ
び
財
政
が
窮
迫
し
て
い
る
健
保
組
合
の
事
業

費
の
一
部
を
補
助
す
る
(
同
法
七

O
条
の
三
〉
。

(

5

)

こ
の
場
合
は
、
国
庫
は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の

三
分
の
一
相
当
額
と
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
、

厚
生
年
金
事
業
の
事
務
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
(
厚
生
年
金
法
八

O
条)。

(

6

)

稲
上
毅
教
授
は
、
一
定
の
労
働
時
間
数
お
よ
び

非
課
税
限
度
額
以
下
の
労
働
市
場
を
、
「
税
制
上
お

よ
び
被
用
者
保
険
収
入
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ー
ケ
ッ

ト
』
」
と
表
現
す
る
(
稲
上
毅
「
日
本
的
雇
用
慣
行

と
社
会
保
障
」
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
〈
己
巴

Z
0・
品
、
一
九
八
九
年
、
三
九
八
頁
)
。

(
7〉

U
8
0
0
m
m門
N
N
g円
Z
2
5問
。
-
ロ
ロ
肉
色
町
吋
問
。
門
戸
口

m-

富
岡
山

mg
国
内
田
舎
虫
色
宮
ロ
岡
田

S
H
E
-吉
町
田
沼
4
0
3

N
h
.
ω
-
H山
XXY
切
の
切
戸
同

ω
.
u∞∞・

(
8
)
回
同

γロ
Hロ
ロ
「
目
白

nr回
目
品

¥N申
0
・

ω
-
M
-
ω
-
H
O山

回
目
日
ロ

NωnMMH巳
F
Z
2
5回
目
】
ロ
ロ
問
診
同
問
自
己
口
問
・

富
岡
山
岡
町
ロ
出
町
田
岳
民
己
四
回
ロ

m-
ロ
〉
口
問
〈
由
同
国

3
3・

ω・申
ω・

ハ
9
V

白
色
ロ

N
ω
n
r
B
r
p
白・白・
0
・・

ω
・2
・

(
叩
)
』
己

g
の

-onr
ロ
ロ
品
目
刊
同
ロ
ロ

NE戸
口
円
四
司
日
間
口
白
ロ
「

0・

口
町
冊
目

M5s富
田
円

r1HN巾
四
四
]
匡
口
ぬ
ロ
ロ
品
目

r
B
問
。
ロ
回
目
-

A
C叩ロ

Nmロ
吉

弘

2
M
M円白
-HZ・
Z
N〉

Hmv山田市
Yω-AHONR・

ω・品。
ω
・

(
江
)
当
山
ロ
『
同
町
内
仏
国

B
n
r
m
p
回
目

Z
2
5岡
町
宮
口
問

品目同

mm同
日
ロ
岡
町
民
間
一
回
向
ロ

Hwmmwnr出
向
丘
四
回
ロ
岡
田
司
自

Hr出
ピ
ロ
日
・

凹
回

3
2
N〉

E
S・
ω・日由
ω
R・
ω・8
N・

(
臼
)
ド
イ
ツ
で
は
、
原
則
と
し
て
、
加
入
す
る
疾
病

金
庫
を
任
意
に
選
択
す
る
乙
と
の
で
き
る
金
庫
選
択

権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
社
会
法
典
第
五
編
一
七
三

条
)
。
被
用
者
は
、
強
制
加
入
・
任
意
加
入
に
か
か

わ
ら
ず
、
保
険
料
率
あ
る
い
は
保
険
の
給
付
内
容
に

照
ら
し
て
、
加
入
す
る
疾
病
金
庫
を
選
択
す
る
。
一

九
九
九
年
の
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
率
の
平
均

は
、
旧
西
ド
イ
ツ
地
域
で
月
額
賃
金
の
一
三
・
五

Mm、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
で
一
三
・
九
Mm
で
あ
る
。

(
臼
)
そ
の
額
は
、
八
四

O
で
割
り
切
れ
る
前
年
の
平

均
賃
金
に
最
も
近
い
金
額
で
あ
り
(
社
会
法
典
第
四

編
一
八
条
)
、
毎
年
出
さ
れ
る
連
邦
の
法
規
命
令
に

よ
り
提
示
さ
れ
る
(
同
編
一
七
条
)
。
た
と
え
ば
、

旧
西
ド
イ
ツ
地
域
に
関
し
て
は
、
一
九
九
八
年
は
年

額
五
万
二

O
八
0
マ
ル
ク
(
月
額
四
三
四

0
マ
ル

ク
〉
、
九
九
年
は
年
額
五
万
二
九
二

0
マ
ル
ク
(
月

額
四
四
一

0
マ
ル
ク
)
、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
に
関
し

て
は
、
九
八
年
は
年
額
四
万
三
六
八

0
マ
ル
ク
(
月

額
三
六
四

0
マ
ル
ク
)
、
九
九
年
は
年
額
四
万
四
五

二
0
マ
ル
ク
(
月
額
三
七
一

0
マ
ル
ク
〉
で
あ
っ
た
。

(

M

)

「
全
収
入
」
の
定
義
は
、
所
得
税
法
上
に
い
う

「
収
入
」
の
全
て
を
指
す
(
社
会
法
典
第
四
謂
二
ハ

条
)
。
例
え
ば
、
賃
金
収
入
の
ほ
か
、
用
益
貸
借
を

行
っ
て
い
る
場
合
の
賃
料
や
株
な
ど
に
よ
る
収
入
な

ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
(
所
得
税
法
二
条
一
項
)
。

(
日
〉
同
日
目
白
ロ
ロ
ヨ
白
∞
巾
吉
白
ロ
ロ
・

ω
D
N
目白

-
2
2一
n-5・

E
D回
目
玉
一

n
z
r
m
-
mロ
門
戸
口
問
主
回
一
回
目

H
ロ口

mhr山
吉
・

明
H口問

γ
'別
問
ロ
ロ

N若
宮

nrmロ
玄
】
白
ロ

N
-
Z
N
ω

】
U
U
P

ω
-
H
m
F
ω
・
5
・
u
〉

E
B
Z
巧
D
E
2
5
L
P
H仏

国
間
可

mwF
の
凸
円
山
口
問
『
民
間
一
向
ロ
ロ

mmnr凶
『
門
戸
沼
田
口
間
口
三
口
ロ

ロ
ロ
弘
明
白
}
内
同
ロ

P
ロ
〉
ロ
ロ

-
H由也∞
-
ω
-
H
H
R・
-ω-HN-u

』巳

g
の

-on-内
ロ
ロ
色
町
H
P
ロ
N
l
H
h
ロ
品
耳
目
肉
ロ
ロ
ロ

r
p
ロ・

白・
0
・・

ω
・8
N『

-u
巧
白
日
間
包
括
河
o
g
g
n
y
Z
2
5・
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問
。
-
ロ
ロ
田
市
ロ
門
出
門
間
四
ユ
ロ
岡
町
出
回
一
四
国
内
田
nr位向昨日間神田
N
Z
B

F
〉司同日
-HUmxyω
の
σ
H甲山
XYω
・日目
ω
同・・

ω-M回目・

(
日
〉
切
吋
・
・
ロ
HEnr間同
nroHA¥N∞0・
ω
・
ロ
・
ま
た
、

一
九
九
O
年
四
月
時
点
の
統
計
で
は
、
超
低
賃
金
被

用
者
の
四
分
の
三
が
女
性
、
そ
の
う
ち
七
六
広
が
既

婚
者
で
、
六
O
%
が
三
O
歳
か
ら
五
五
歳
の
聞
に
分

布
し
て
い
る
(
国
2
g
gロ
旦
白
回
目
自
由
ロ
ロ
・
同
-
同
・
0
・・

ω・H0・〉。

(
口
)
官
吏
、
裁
判
官
、
軍
人
、
警
察
官
、
消
防
署

員
、
聖
職
者
、
そ
の
他
連
邦
・
州
・
市
町
村
・
公
共

団
体
等
の
公
務
勤
務
者
で
、
公
務
員
法
の
規
定
に
よ

る
補
助
給
付
ま
た
は
医
療
扶
助
給
付
の
請
求
権
を
有

す
る
者
は
、
公
的
医
療
保
険
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
か

ら
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
社
会
法
典

第
五
編
六
条
一
項
一
号
お
よ
び
二
号
〉
。

(
国
)
そ
の
額
は
、
原
則
と
し
て
、
従
前
受
け
取
っ
て

い
た
賃
金
の
七
O
%
で
あ
る
(
社
会
法
典
第
五
編
四

七
条
)
。

(
四
)
そ
の
ほ
か
、
家
族
医
療
保
険
の
被
保
険
者
は
死

亡
保
険
金
が
減
額
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
の
被

保
険
者
の
場
合
、
死
亡
保
険
金
は
二
一

0
0
マ
ル
ク

(
約
一
二
万
六
O
O
O
円
〉
で
あ
る
が
、
家
族
医
療

保
険
の
被
保
険
者
の
死
亡
保
険
金
は
半
額
の
一
O
五

0
マ
ル
ク
(
約
六
万
三
O
O
O
円
〉
で
あ
る
(
社
会

法
典
第
五
編
五
九
条
)
。

(
却
)
そ
の
他
、
公
的
年
金
制
度
で
は
な
く
、
特
別
年

金
制
度
で
あ
る
長
業
者
老
齢
扶
助
、
専
門
職
別
年
金

保
民
羽
一
合
、
官
交
恩
給
制
度
に
加
入
し
て
い
る
者
が

い
る
。

(
幻
〉
ロ
、
ア
ロ
E
n
r
g
n
-
5
=
¥
N
8・∞
-H0・

(
沼
)
回
目
HH門担同
H
H
ω
n
rロ
ロ
ロ
ロ
ロ
向
。
OHr白
H
L
H間f

ωDN日
丘
町
内
ロ
伊
丹
・
∞
・
〉
s
p・-申由由・

ω
・人目∞-

(泊〉

4
〈

O】
『
悶
白
口
問
。
x
z
p
m
G
N
U
-
B
n
Z
L・
〉
ロ
出
よ

H
由
也
白

.ω
・叶
H
h
.

(
川
日
)
巧
O】『間同ロ悶

H
H
o
g
g
n
r・

2
・9
・
ω
・丘町・

(
お
)
回
、
ア
ロ
E
n
r
g
n
r
o
z
b∞
0・
ω
・ヶ

u
当
oロ・

ぬ
同
国
間
河
O
B
Z
n
y
白・同・
0
・・∞
-
M
5・

(
部
〉
巧
D-『岡田ロぬ

H
N
O
S
g
n
y
同・同・

9
・
ω-MH日
・
こ

の
こ
と
を
特
に
問
題
に
し
た
の
が
労
働
組
合
で
あ
る

〈出
2
B同
ロ
ロ
呂
田
略
目
白
ロ
P
白・回・
0
3
ω
-
H
a
-
-

(
幻
)
回
OH片岡由同ロ

ωnr己
目
ロ
ロ
ロ
色
。
叩
同
日
昌
三
円
四
戸
田
・

回・
0
・wω.由M
.

(部〉

HCnrHEロ目白仏
g
H
N
2
2
4
O
B
S・
HN・
3
叶∞・

品
曲
目
。
口
百
円
目
白
血
円
刷
出
『
四
円
や
は
の
-okrゲ日目回同口内出回口ぬ

ぐ

Oロ
富
山
口
5
2
5
L
F
2
0ロ
吉
田
氏
。
山
岳
砕
円

凹ONE-叩ロ

ω
r
r
2
r白山
F
〉
百
円
凹
玄
白
骨
同
門
同
氏
開
口
同
0・

司即日目
nrmロ
の
m
E
O吉田口
r回目窓口

4・
HO--
・
3
叶
myFaw

ω-NAH・
uHNOロ白
Z
H回目問。♂

H
M
g
z
o
g
o
色
町
同
の
目
白
山
-

n
r
Z
E
E
-
5
m
即日

ω
D
N
E
3
n
z
l
l
N
R
ω
E
E
Cロ

回目
nr
開
。
lHNonFH
ロロ円四

rロロ内同町田品目ロ門田
nrm口同
N
2
r
f

z
N〉

E
8・
H

・
R-m
回目吋
H
Eロ
ロ
旦
問
問
。
自
由
ロ
P

同・回・。
Jω
・8
・
Ha巧
o-『同
g
m
H
N。
B
g
n
y
白・田・
0
・・

ω.田
市

w
・

(
却
〉
回
、
H，t
ロ
日
口
r窓
口
宮
巴
¥
N
S
-
ω
-
Y
H
P
F
Z
-

(
却
)
な
お
、
労
働
時
聞
が
日
毎
な
い
し
週
毎
に
変
動

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
週
一
五
時
間
を
越
え
る
こ
と

が
あ
る
場
合
、
連
続
す
る
三
ヶ
月
の
労
働
時
聞
を
合

計
し
、
そ
れ
を
一
三
で
除
し
た
数
が
一
五
を
越
え
る

か
否
か
で
「
超
低
賃
金
被
用
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か

が
審
査
さ
れ
る
。
ま
た
、
賃
金
が
月
毎
に
変
動
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
六
三

0
マ
ル
ク
を
越
え
る
月
が

あ
る
場
合
、
当
該
被
用
者
の
暦
年
の
賃
金
が
合
計
さ

れ
、
そ
れ
を
一
二
で
除
し
た
額
が
六
三

0
マ
ル
ク
を

越
え
な
い
場
合
に
は
、
な
お
、
当
該
被
用
者
は
「
超

低
賃
金
被
用
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
賃
金
に

は
、
労
働
者
が
使
用
者
か
ら
受
け
取
る
各
種
手
当

(
ク
リ
ス
マ
ス
手
当
、
休
暇
手
当
等
)
も
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
労
働
契
約
な
い
し
労
働
協
約
の
更
新
等

に
よ
っ
て
、
週
一
五
時
間
以
内
、
月
額
六
三

0
マ
ル

ク
以
下
と
い
う
基
準
を
越
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
、
そ
の
時
点
か
ら
、
当
該
被
用
者
は
「
超

低
賃
金
被
用
者
」
で
は
な
く
な
り
、
公
的
医
療
保
険

お
よ
び
公
的
年
金
保
険
な
ら
び
に
一
雇
用
保
険
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
況
〉
回
、
吋
lUH口口
r明白
n
r
o
E
¥
N∞
0・
ω-H0・
u
目白山口一
N

ω
n
z
u
x
p
白・白・
0
・・

ω
-
g
-
u
C
2ロ
}
同
日
仏
国
ESrc-

Z
2
5
m己
ロ
ロ
ぬ

mm同
日
ロ
閃
富
岡
山
問
。
円
切
gnH岡山町丹町四国ロ岡田・

40H}岡山】門口問団回目白ロ門
HH10-m刊
HOm四
日
ロ
ロ
悶
凸
ロ
山
口
仏
四
円

刻。ロ円。ロヨ同田町
n
Z
Hロロ
m
v
U〉
口
問
ぐ
開
同
国

3
3・
の
-

NHOR
・ω-MHH
・

(
担
)
切
寸
1
0
2口r
g口同回叩

E
¥
N∞0
・
ω・5
・
u
E巾山口
N

ω
n
Eロロ
Nw
白・同・。・・

ω
-
s・

(
犯
〉
こ
の
申
告
義
務
は
、
職
業
生
活
を
送
っ
て
い
る

す
べ
て
の
被
用
者
の
社
会
保
険
に
つ
い
て
管
理
・
掌

握
す
る
ほ
か
に
、
使
用
者
に
と
っ
て
も
意
味
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使

用
者
が
、
そ
の
賃
金
月
額
の
一
O
M
(
公
的
医
療
保

険
に
関
し
て
〉
あ
る
い
は
一
一
一
%
〈
公
的
年
金
保
険

に
関
し
て
)
の
保
険
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い

か
、
そ
れ
と
も
、
投
用
者
と
折
半
し
た
額
の
保
険
料

一67ー
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に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
-
は
ァ
こ
の
申
告

に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
(
巧
Z
P
W仏
国
兄
島

g-

白・同・
0•. 

ω・ω申印・)。

(
川
副
)
巧
白

g
a
p
pロY
国
〉
C
C同

ωの
回
〈

0
2
2
N
E
n
r
o

烈

H同ロ
rmロ司叩同日目
nr刊
同
ロ
ロ
民
間
OB-

自
g
g
H
Nロ
円
関
即
日
仏
由
ダ

Nog-ω
・0
・

(
お
〉
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
者
が
社
会
法
典
第
五
編

九
条
一
担
保
一
号
に
基
づ
き
任
意
に
公
的
医
療
保
険
に

加
入
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。

(
部
)
巧
2
5
H
P
H
F
n
r
L・ロ・。・
"ω
ト

(
幻
)
た
だ
し
、
事
業
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
中
の

者
、
自
由
意
思
に
よ
る
社
会
奉
仕
年
の
促
進
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
き
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る

者
)
並
び
に
自
由
意
思
に
よ
る
自
然
保
護
奉
仕
年
の

促
進
に
関
す
る
法
律
色
回
目
。
叩
お
お
自
己

d
H
P
H
E
m

巴ロ
g
片
岡
弘
司
己
目
問
。
ロ

B
r
o
F田町田
nro口し
r
r
H
g
)

に
基
づ
き
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
は
例

外
と
さ
れ
て
い
る
(
新
社
会
法
典
第
五
編
七
条
一

文
)
。
こ
れ
ら
の
者
は
公
的
医
療
保
険
へ
の
加
入
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
保
険
料
は
、
使
用
者

が
全
額
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
新
社
会
法
泉

第
第
五
編
二
四
九
条
二
項
一
号
お
よ
び
二
号
〉
。

(
訪
)
当
日
ロ
叩
円
。
町
長
n
y
白・白・
0
・・

ω・
臼
・
新
社
会

法
典
第
四
編
二
八
条

g
一
文
参
照
。

(
却
)
回
、
H
，B
U
E口
r
g各
四

回

品

¥
N
∞0
・
ω・
5
・
E-v

出向山口
N
ω
n
H百円
HN
白・白・。
-uω
・
8
・u
の四円
V
白
L

E
S
E
-
回-回・
0
・
ω-NHUU
巧
正
岡
山
丘
切
O白n
r
g・

2
・。・
-ω
・8
ど

巧

mHロ四円

P
H
V
n
y
白・ロ・
0
・・

ω・同一『・

〈m
叫
〉
た
だ
し
、
事
業
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
中
の

者
]
自
由
意
思
に
よ
っ
て
、
社
会
奉
仕
年
の
促
進
に

関
ず
る
法
律
に
基
づ
き
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て

い
る
者
)
並
び
に
自
由
意
思
に
よ
っ
て
、
4

自
然
保
護

奉
仕
年
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
超
低
賃
金

労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
な
ど
に
つ
い
て
は
例
外
が

設
け
ら
れ
て
い
る
(
新
社
会
法
兵
第
六
編
五
条
二
項

三
文
〉
。
こ
れ
ら
の
者
は
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

職
業
訓
練
中
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
受
け
取
る
賃
金

が
六
三

0
マ
ル
ク
を
越
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ

の
他
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
受
け
取
る
賃
金
額
に
関

わ
ら
ず
、
使
用
者
が
全
額
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
〈
新
社
会
法
典
第
六
編
一
六
八
条
一
項
一
号
お
よ

び
二
号
)
。

(
必
〉
こ
こ
に
挙
げ
た
二
点
の
ほ
か
に
、
社
会
法
典
第

六
編
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
も
変
更
が

行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
事
業
所
に
お
い
て
職
業

訓
練
中
の
者
は
、
従
来
、
そ
の
者
の
月
額
賃
金
が
公

的
年
金
算
定
基
礎
収
入
額
(
注
7
参
照
〉
の
七
分
の

一
を
越
え
な
い
場
合
に
は
、
使
用
者
が
そ
の
者
に
つ

い
て
公
的
年
金
保
険
料
を
全
額
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
基
準
が
六
三

0
マ
ル
ク
に
固

定
さ
れ
た
〈
新
社
会
法
典
第
六
編
一
六
八
条
一
項
一

号
〉
。
ま
た
、
②
公
的
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
を
受
け
取
る
前
提
条
件
と
し
て
、
年
金
受

給
中
の
追
加
的
収
入
に
限
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
限
度
額
が
六
三

0
マ
ル
ク
に
固
定
さ
れ
た

(
新
社
会
法
典
第
六
編
三
四
条
二
項
お
よ
び
三
項
、

同
編
九
六
条

a
一
項
お
よ
び
二
項
〉
。

(
刷
出
〉
一
定
の
範
囲
内
に
あ
る
自
営
業
者
と
は
、
社
会

法
典
第
六
編
二
条
に
定
め
ら
れ
る
教
師
や
芸
術
家
な

ど
を
指
す
。

(
川
崎
〉
た
だ
し
、
専
門
大
学
あ
る
い
は
総
合
大
学
の
正

規
の
学
生
が
教
育
規
則
等
に
基
づ
き
実
施
訓
練
を
行

っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
月
額
六
三

0
マ
ル
ク
を

越
え
な
い
賃
金
を
得
て
実
地
訓
練
を
行
っ
て
い
る
場

合
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
は
免
除
さ
れ
て

い
る
が
(
新
社
会
法
典
第
六
編
五
条
三
項
各
号
〉
、

こ
れ
ら
の
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
は
そ
の
賃
金
の
一

二
克
の
公
的
年
金
保
険
料
を
支
払
う
必
要
は
な
い

〈
新
社
会
法
典
第
六
編
一
七
二
条
三
項
二
文
)
。
他

方
、
全
額
の
老
齢
年
金
受
給
者
や
満
六
五
歳
に
達
し

て
い
る
者
等
が
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
は
そ
の
賃
金

の
一
一
一
%
の
公
的
年
金
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
新
社
会
法
典
第
六
編
一
七
二
条
一
項
二

文
お
よ
び
同
条
三
項
、
出
〈
問
。
出
ロ
「
3

Z
〉

C
Qハ

ωの
ロ
〈
同
の
2
2
N
Z
n
r目
見
2
5
2
2回一岳町
E
ロ悶

烈

O
B
B
g
g円

NE『
同

m
H
詩句

NOg-ω
・∞)・

(
M
H
)

算
定
方
法
に
関
す
る
詳
細
は
、
新
社
会
法
兵
第

六
編
七
六
条
b
二
項
お
よ
び
同
縞
二
六
二
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
老
齢
年
金
を
全
額
受
給
し
て

い
る
者
、
満
六
五
歳
以
上
の
者
等
に
つ
い
て
は
、
個

人
報
酬
点
数
の
算
定
は
行
わ
れ
な
い
(
新
社
会
法
兵

七
六
条
b
四
項
〉
。
〈
巴
・
巧
O【
『
宮
口
閃
河
口
自
g
n
y

ロ・ロ・。・・

ω-NH白
-u

の
mHr白
円
仏
国
EnNr0・
P
ロ・
0
・・

ω.日同町山・

(
必
)
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
超
低
賃
金

被
用
者
の
場
合
、
す
べ
て
の
使
用
者
に
対
し
て
、
公

的
年
金
加
入
義
務
免
除
を
放
棄
す
る
意
思
表
示
を
行
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
巧

o-Rg問
符

O
B，

g
&・

ロ・白・
0
・・

ω-NH叶・

(
日
叩
)
回
、
ア
ロ
E
n
r
g
n
r叩

E
¥
N∞
0・
ω-H0・
ω
・
2
・
u

ロ
巴
ロ
N
ω
n
Fロ白骨
N-
国-曲・。・

ω
・8
・

(

幻

)

切
H
，I
U
E
n
r一窓口}回目立¥凶∞。・

ω-H0・
山
田
冊
目
ロ
N

ω
n
F回目同
N-
同・目・。・・

ω
・8
4
u
の
m
H
r
R円四回口口
Nro--

同・回・。ょ

ω-MHN・

(
日
叩
)
た
だ
し
、
事
業
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
中
の
者
、

自
由
意
思
に
よ
る
社
会
奉
仕
年
の
促
進
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
、

並
び
に
自
由
意
思
に
よ
る
自
然
保
護
奉
仕
年
の
促
進

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し

て
い
る
者
(
新
社
会
法
典
第
三
編
二
七
条
二
項
二
文

一
号
)
、
操
業
短
縮
手
当
(
関
口
H
N
R宮町丹市吋回目

5

に
関
す
る
規
定
に
準
じ
た
賃
金
の
不
支
給
を
伴
っ
た

仕
事
の
停
止
、
あ
る
い
は
、
冬
期
操
業
中
断
手
当

(
巧
古
8
3
5
E
K巾
7
3
に
関
す
る
規
定
に
い
う
天

候
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
仕
事
の
停
止
を
理
由
と
し
て

超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
(
同
二
号
〉
、

並
び
に
、
社
会
法
典
第
五
編
七
四
条
に
基
づ
き
労
働

不
飽
に
陥
っ
て
い
た
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
が

段
階
的
に
職
業
生
活
に
入
る
場
合
、
あ
る
い
は
社
会

法
典
第
三
編
二
一
六
条
一
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
そ

の
他
の
理
由
か
ら
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
場
合

(
同
三
号
)
は
、
雇
用
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
川
崎
)
巧
ロ
ロ
岡
田
口
m
m
o
s
g
n
y
白・同・
0
・
g
ロ・

(
叩
)
こ
の
よ
う
に
新
社
会
法
典
第
三
編
が
、
新
社
会

法
典
第
四
編
八
条
二
項
一
文
に
関
し
て
例
外
規
定
を

設
け
た
の
は
、
超
低
賃
金
労
働
に
つ
い
て
、
失
業
保

険
給
付
金
な
ど
雇
用
保
険
上
の
補
償
を
回
避
す
る
た

め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
同
ア
ロ
E
n
r
g
n
F
O

H

品、N∞0・
ω-HN〉。

(
臼
〉
巧
ロ
ロ
四
回
ロ
同
岡
山
O
B
g
n
y
回・白・
0
・・

ω-ME-

(
臼
)
回
吋
1
0
2
n
r
g
n
r
o
E
¥
N∞
0・
ω
-
E
-
u
E白山口
N

ωロ「同岡山同
NW
回・白・
0
・wω
・由
ω・

ハ
臼
)
賃
金
以
外
か
ら
の
収
入
が
黒
字
に
な
る
場
合
と

し
て
、
株
取
引
に
お
け
る
収
入
が
六

0
0
0
マ
ル
ク

(
約
三
六
万
円
)
を
越
え
る
場
合
(
貯
蓄
の
た
め
の

免
税
措
置
に
よ
り
六

0
0
0
マ
ル
ク
ま
で
は
所
得
税

免
除
〔
所
得
税
法
二

O
条
四
項
〕
)
、
恩
給
が
年
額
三

三
三
三
マ
ル
ク
(
二

O
万
円
弱
〉
を
越
え
る
場
合
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る

C
5
S
2
2
r
ロ
E
F
E
N
S

F
Z仏
耳
目
白
巴
同
ロ
r
0・白・同・
0
・wω-hHOω
・)。

ハ
日
〉
そ
の
際
に
、
複
数
の
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し

て
い
る
者
が
、
新
所
得
税
法
三
条
三
九
号
に
基
づ
く

所
得
税
免
除
を
享
受
し
う
る
か
ど
う
か
審
査
さ
れ
、

超
低
賃
金
労
働
で
所
得
税
の
納
入
義
務
免
除
の
特
典

が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
(
回
、
ア
ロ
E
n
r
-

g
n官

E
¥
N∞
0・
ω-E-u
目白山口
N
ω
n
Z巳
F
同・同・
0
・・

ω・由
ω
・)。

(
日
〉
納
税
カ

l
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る
納
税
ラ
ン
ク

は
、
各
被
用
者
の
家
族
状
況
あ
る
い
は
就
業
状
況
に

よ
っ
て
異
な
る
。
納
税
ラ
ン
ク
は
、
ー
か
ら
羽
の
六

段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
-
単
身

者、

E
子
供
を
養
育
し
て
い
る
単
身
者
、

E
既
婚
者

で
、
配
偶
者
と
同
居
し
て
お
り
、
配
偶
者
に
賃
金
収

入
が
な
い
場
合
、

W
既
婚
者
で
、
配
偶
者
と
同
居
し

て
お
り
、
両
者
共
に
賃
金
収
入
が
あ
る
場
合
、

V
既

婚
者
で
配
偶
者
と
同
居
し
て
お
り
、
両
者
共
に
賃
金

収
入
が
あ
る
が
v

他
の
-
方
の
配
偶
者
が
申
請
に
よ

り
納
税
ク
ラ
ス

E
へ
格
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
羽

複
数
の
使
用
者
の
一
万
で
賃
金
収
入
を
得
て
い
る
者
で

あ
る
(
所
得
税
法
三
八
b
条)。

こ
の
う
ち
、
節
税
の
観
点
か
ら
、
既
婚
者
で
、
配

偶
者
が
賃
金
収
入
を
得
て
お
り
、
本
人
は
超
低
賃
金

労
働
に
の
み
従
事
す
る
場
合
に
は
(
た
と
え
ば
夫
が

通
常
の
被
用
者
と
し
て
働
い
て
お
り
妻
が
超
低
賃
金

労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
な
ど
)
、
本
来
な
ら
ば
、

納
税
グ
ラ
ス

W
に
格
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
申
請
に

よ
り
、
配
偶
者
を
納
税
グ
ラ
ス

E
、
本
人
を
納
税
ク

ラ
ス

V
に
格
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本
業

と
は
別
に
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
し
て

い
る
場
合
、
納
税
ク
ラ
ス
は
羽
で
あ
り
、
図
3
に
示

し
た
よ
う
に
、
相
応
の
所
得
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
暦
年
の
収
入
が
一
万
三

O
六
七
マ

ル
ク
(
約
七
八
万
円
、
単
身
者
の
場
合
〉
、
あ
る
い

は
二
万
六
一
三
五
マ
ル
ク
(
約
一
五
七
万
円
、
配
偶

者
と
同
居
し
て
い
る
既
婚
者
の
場
合
)
を
越
え
な
い

場
合
、
所
轄
の
税
務
官
庁
で
所
得
税
申
告
を
行
い
、

納
め
た
所
得
税
を
還
付
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る

(
所
得
税
法
三
二

a
条
一
項
一
号
お
よ
び
五
項
〉
。

(
2
に
つ
づ
く
〉

(
お
が
た
・
け
い
こ
/
労
働
法
・
社
会
保
障
法
)
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